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１【提出理由】

平成29年９月15日に提出いたしました臨時報告書の訂正報告書の記載事項の一部に誤りがございましたので、これを

訂正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

 

２【訂正事項】
 

２　訂正内容

（4）株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等

①　割当ての内容の根拠及び理由（第三段落第二文）

 

 

別添１　株式移転計画書（写）

別紙１　株式会社三十三フィナンシャルグループ　定款

第１７条（普通株式を対価とする取得請求権）第４項

第２７条（株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供）

 

 

３【訂正内容】
 
訂正内容は　　を付して表示しております。

 

（訂正前）

 

（4）株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等

①　割当ての内容の根拠及び理由（第三段落第二文）

「なお、両行は、第三銀行が発行しているＡ種優先株式については、同社の普通株式のような市場価格が存在

しないため、普通株式に係る株式移転比率を考慮し、Ａ種優先株式１株につき共同持株会社の第一種優先株式0.7

株を割当交付することとしたうえで、共同持株会社にて新たに発行して割当交付する第一種優先株式の内容は、

Ａ種優先株式の発行要項の定めに従い、共同持株会社にて新たに発行する優先株式１株の経済的価値と、Ａ種優

先株式0.7株の経済的価値とが実質的に同等となるように定められております。」

 

 

別添１　株式移転計画書（写）

別紙１　株式会社三十三フィナンシャルグループ　定款

第１７条（普通株式を対価とする取得請求権）第４項

 

　「④ 取得価額は、当初、当会社設立の日の時価とする。当会社設立の日の時価とは、平成30年3月の第3金曜日

（当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という。）までの直近の5連続取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける第三銀行の普通株式の毎日の終値（気配表示を含む。以下「終値」という。）が算出されない日を除く。）の

平均値（ただし、終値のない日を除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前

の取引日までの5連続取引日とする。）に相当する金額を0.7で除した金額（円位未満小数第1位まで算出し、その

小数第1位を切捨てる。）とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が第7項に定める下限取得価額を下回る場

合は、下限取得価額とする。」

 

 

「第２７条（株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供）

 

　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結決算書類に記載または表

示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することに

より、株主に対して提供したものとみなすことができる。」
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（訂正後）

 

（4）株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等

①　割当ての内容の根拠及び理由（第三段落第二文）

「なお、両行は、第三銀行が発行しているＡ種優先株式については、同社の普通株式のような市場価格が存在

しないため、普通株式に係る株式移転比率を考慮し、Ａ種優先株式１株につき共同持株会社の第一種優先株式0.7

株を割当交付することとしたうえで、共同持株会社にて新たに発行して割当交付する第一種優先株式の内容は、

Ａ種優先株式の発行要項の定めに従い、Ａ種優先株式１株の経済的価値と、共同持株会社にて新たに発行する第

一種優先株式0.7株の経済的価値とが実質的に同等となるように定められております。」

 

 

別添１　株式移転計画書（写）

別紙１　株式会社三十三フィナンシャルグループ　定款

第１７条（普通株式を対価とする取得請求権）第４項

 

　「④ 取得価額は、当初、当会社設立の日の時価とする。当会社設立の日の時価とは、平成30年3月の第3金曜日

（当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という。）までの直近の5連続取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける第三銀行の普通株式の毎日の終値（気配表示を含む。以下「終値」という。）の平均値（ただし、終値のない

日を除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取引日までの5連続取引日

とする。）に相当する金額を0.7で除した金額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。）と

する。ただし、かかる計算の結果、取得価額が第7項に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とす

る。」

 

 

「第２７条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

 

　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表

示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することに

より、株主に対して提供したものとみなすことができる。」

 

 

以　上
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